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〇回収します

※どの回収場所にも持ち込み可能です。

市役所
本庁舎

だんだん広場

国道184号線
●ラピタ本店

【拠点回収について】【拠点回収について】※拠点回収に持ち込みできるのは古着のみです。バッグ、その他のものは持ち込みできません。

  9：00 ～10：00　旧平田教育会館駐車場
  9：00 ～10：00　大社行政センター駐車場
12：00 ～14：00　市役所本庁 南側玄関付近
　　　　　　　　  （だんだん広場付近）

【古着】
トレーナー（スウェット）、セーター、Ｔシャツ、ブラウス、
ジャケット、コート、ジャンパー、スーツ、スポーツ
ウェア、スラックス、ジーンズ、ハーフパンツ、スカート、
ワンピース、子ども服、帽子（作業用以外）、くつ類など

【バッグ】
ショルダーバッグ、ボストンバッグ、ハンドバッグ、
セカンドバッグ、リュックサックなど

【その他】ぬいぐるみ、バスタオル、フェイスタオル

【古着】
ハギレ、着物、下着類、学生服、武道着、靴下、ガウン、
スキーウェア、白衣、カッパなど

【バッグ】
スーツケース、キャリーバッグ、ゴルフバッグ、エコ
バッグ、綿や麻の布製バッグ、巾着袋など

【その他】
クッション、トイレカバー、座布団、布団類、カーテン、
カーペット、じゅうたんなど

×回収しません

～会場にお越しの方へのお願い～～会場にお越しの方へのお願い～

・回収場所では、１組ずつの案内とな
りますので、順番にお待ちください。

○神西ふれあいホール（神西コミュニティセンター西側）
○斐川行政センターおよび斐川地域各コミュニティ
　センターのリサイクルステーション
　開設日時：毎週土・日曜日（年末年始除く）
　８：３０～１７：００
　※市内在住のどなたでも持ち込みできます。

○多伎コミュニティセンター窓口
　開設日時：月～金曜日（年末年始・祝日除く）
　８：３０～１７：１５
　※多伎地域在住の方のみ
　　持ち込みできます。

回収日時と回収場所回収日時と回収場所

5月25日（土）5月25日（土）

❶ 洗濯（クリーニングを含む）してあるもの（古着のみ）
❷ 大きな汚れ（シミ等）や変色がないもの
❸ 擦り切れた部分または補修した部分がないもの　　
❹ ファスナーがきちんと開閉するもの
❺ ボタンなどの欠落がなく、また縫付部分に緩みがないもの

回収条件（古着・バッグ共通）回収条件（古着・バッグ共通）

回収する古着・バッグの種類（例）回収する古着・バッグの種類（例）

古着の状態を確認するため、
中身が見える透明なビニール袋
に入れてください。

古着の状態を確認するため、
中身が見える透明なビニール袋
に入れてください。※上記の条件を満たしていないものは引き取りできません。※上記の条件を満たしていないものは引き取りできません。

古着・バッグを回収します！古着・バッグを回収します！
ごみの減量化とリユース推進のため、古着・バッグなどの回収を実施します。
古着・バッグとして再利用できるものをお持ちください。詳細は、回収条件をご確認ください。
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③市役所本庁の経路図

※平田・大社会場は同時刻で回収します

※

※

左折のみ
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検 索出雲エコなび

発行：環境政策課　☎ ２１-６９８７
https://izumo-econavi.com

ナガエツルノゲイトウにご注意くださいナガエツルノゲイトウにご注意ください

ナガエツルノゲイトウについて

出雲市内の河川で、特定外来生物である「ナガエツルノゲイトウ」の生育が確認されています。
河川や農業用水路、農地等で見つけた場合は、環境政策課までご連絡ください。

●南米原産の多年草で、水中で枝分かれしながら水の
　上に伸びます。
●葉や茎の切れ端からでも繁殖し、特に日当たりの
　良い水辺では急激に増殖し、大群落となります。
●生態系や農業への悪影響の恐れがあるため「特定外来生物」に指定
　されており、取扱いが規制され、防除の対象となっています。

特　徴
●茎…長さは１ｍ以上にもなり、柔らかく中は空洞になっています。
●葉…長さは２．５～５ｃｍで、楕円形の葉が対になって付きます。
●花…開花期は４～１０月。１．２～１．６ｃｍほどの白色または
　　　灰色がかった白色の球状の花が咲きます。

駆除をする際の注意
●事前に環境政策課にご相談ください。
●断片が散乱する恐れがあるため、刈払機は使用しないでください。

出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金

「出雲エコなび」ホーム
 ページもご覧ください▶

ホームページはこちら▶
※補助要件等の詳細、補助金額や各種様式については、市のホームページに掲載していますので、右の二次元コードからご覧ください。
※３、４は市内事業所への設置も対象になります。

▲写真提供／辻井 要介 氏

市内において下記の再生可能エネルギー設備等を導入する際、費用の一部を補助します。

補助金額／最大出力(ｋW)×2.5万円
上　　限／10万円

最大出力合計10ｋW未満のもの

＜補助対象および補助金額＞
1.住宅用太陽光発電設備

補助金額／設置費用の1/3以内
上　　限／20万円

3.太陽熱利用設備（ソーラーシステム）

補助金額／設置費用の全額
上　　限／5万円

2.蓄電池設備

補助金額／設置費用の1/10以内の2倍
上　　限／15万円

4.木質バイオマス熱利用設備

リチウムイオン蓄電池部(1KWh以上)および
変換装置を備え、住宅用太陽光発電により発
電した電気を蓄え、消費されるもの

薪ストーブ・ペレットストーブ
※薪ストーブは、二次燃焼構造等排煙を減少させる構造のもの

太陽熱を給湯または冷暖房に利用する設備
で、集熱器と貯湯部分が離れているもの


